
議案第４７号 

 

南あわじ市個人情報保護条例及び南あわじ市行政手続における特 

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個 

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正 

する条例制定について 

 

南あわじ市個人情報保護条例及び南あわじ市行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和３年６月３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

  



南あわじ市条例第  号 

 

南あわじ市個人情報保護条例及び南あわじ市行政手続における特 

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個 

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正 

する条例 

 

（南あわじ市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 南あわじ市個人情報保護条例（平成 17 年南あわじ市条例第 17 号）の

一部を次のように改正する。 

第 35 条中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第 19 条第７号」を「第 19

条第８号」に、「同条第８号」を「同条第９号」に改める。 

 （南あわじ市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部改正） 

第２条 南あわじ市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例（平成 27 年南あわじ市条例第 44 号）の一部を次のように改正する。 

第１条及び第４条中「第 19 条第 10 号」を「第 19 条第 11 号」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

  



南あわじ市個人情報保護条例新旧対照表（第１条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条～第34条 略 第１条～第34条 略  

（保有個人情報の提供先への通知） （保有個人情報の提供先への通知）  

第35条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施を

した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報

の提供先（情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条

第７号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第８号に

規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者

（当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実

施機関以外の者に限る。））に対し、遅滞なく、その旨を書面によ

り通知するものとする。 

第35条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施を

した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報

の提供先（情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第1

9条第８号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第９

号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提

供者（当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当

該実施機関以外の者に限る。））に対し、遅滞なく、その旨を書面

により通知するものとする。 

 

第36条以下 略 第36条以下 略  

   

 



南あわじ市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例新旧対照  

表（第２条関係） 

現     行 改  正  案 備 考 

（趣旨） （趣旨）  

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「法」とい

う。）第９条第２項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第1

0号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定める

ものとする。 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「法」とい

う。）第９条第２項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第1

1号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

第２条・第３条 略 第２条・第３条 略  

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供）  

第４条 法第19条第10号に規定する条例で定める場合は、別表第３の

第１欄に掲げる実施機関が、同表の第２欄に掲げる事務を処理する

ために必要な限度で、同表の第３欄に掲げる実施機関に対し、同表

の第４欄に掲げる特定個人情報を提供するときとする。 

第４条 法第19条第11号に規定する条例で定める場合は、別表第３の

第１欄に掲げる実施機関が、同表の第２欄に掲げる事務を処理する

ために必要な限度で、同表の第３欄に掲げる実施機関に対し、同表

の第４欄に掲げる特定個人情報を提供するときとする。 

 

第５条以下 略 第５条以下 略  

   

 



議案第４８号 

 

   南あわじ市立学校設置条例の一部を改正する条例制定について 

 

 南あわじ市立学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和３年６月３日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  



 

南あわじ市条例第  号 

 

   南あわじ市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

 南あわじ市立学校設置条例（平成17年南あわじ市条例第75号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第２南あわじ市立倭文中学校の項を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

  



南あわじ市立学校設置条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

別表第１ 略 別表第１ 略  

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）  

中学校の名称 位置 

南あわじ市立倭文中学校 南あわじ市倭文庄田547番地 

南あわじ市立西淡中学校 南あわじ市松帆古津路577番地66 

南あわじ市立三原中学校以下 略 
 

中学校の名称 位置 

南あわじ市立西淡中学校 南あわじ市松帆古津路577番地66 

南あわじ市立三原中学校以下 略 
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